
入 札 公 告 

 

次の通り一般競争入札に付します。 

 

令和８年４月９日 

 

           経理責任者 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

相模野病院 院長 今崎 貴生 

 

１ 競争に付する事項 

（１）調達件名 

   電話交換手派遣（１名） 

（２）調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

（３）履行期間 

   令和８年６月１日から令和９年５月３１日まで 

（４）履行場所 

独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院 

（５）入札方法 

  ① 一般競争入札方式による 

② 入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる人件費、交通費、仕様書において 

示す流行性ウイルス疾患抗体検査代等を含め、契約金額を見積もるものとする。 

※入札価格については「電話交換手派遣（１名）」に係る総額とする。 

  ③ 第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセ 

ントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金 

額を切り捨てた金額とする。）をもって評価するので、入札者は、消費税及び地方消費 

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 

100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 

  

２ 競争に参加する者の必要資格に関する事項 

（１）独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（以下「契約事務細則」という。） 

第４条第４項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。 

（２）独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（以下「契約事務細則」という。） 

第５条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は 

被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理 



由がある場合に該当する。 

 【参考】契約事務細則抜粋 

  第５条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者

を一般競争に参加させることができない。 

   一 契約を締結する能力を有しない者 

   二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

   三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２

条第１項各号に揚げる者 

（３）契約事務細則第６条の規定に該当しない者であること。 

 【参考】契約事務細則抜粋 

  第６条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があっ

た後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使

用人として使用する者についても、同様とする。 

   一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品

質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

   二 公正な競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 

   三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 

   四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨

げた者 

   五 正当な理由なく契約を履行しなかった者 

   六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意

に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

   七 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に

当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

   八 前各号に類する行為を行った者 

  ２ 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に

参加させないことができる。 

  ３ 第１項の期間その他必要な事項は、別に定める。 

（４）独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第２条の各号に

該当しない者であること。 

（５）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」で令和０７・０

８・０９年度Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有

する者であること。ただし、登録の停止を受けている期間は参加できない。 

（６）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去２年間において虚 

偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に 

悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。 

※資料等の作成に要する費用は提出者の負担とする。また、一旦受理した書類は差し替 



え及び再提出を認めず返却もしない。なお、契約担当者は、提出された書類を競争参加資 

格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。 

 

３ 契約条項を示す場所 

（１）担当部署（問い合わせ先） 

 〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺１－２－３０ 

独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院 経理課契約係  

電話 ０４２－７５２－２０２５（代表） 

FAX  ０４２－７５４－９５４３ 

（２）受付方法（平日９：００～１７：００） 

機密保持に関する誓約書（本公告の最後に添付）を上記担当部署に提出。 

確認後、本入札に関する説明書、仕様書、提出書類様式等を配布。 

 

４ 競争入札執行の場所及び日時 

（１）入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   上記３（１）に同じ 

（２）入札参加申請書等必要提出書類の受領期限 

   令和８年４月２４日（金）までの平日９時から１７時までに上記３（１）の担当部署に

持参すること（最終日は１２：００まで） 

※郵送する場合には受領期限までに必着のこと。 

（３）入札書の受領期限 

  令和８年４月２４日（金）１２：００まで 

※郵送する場合には受領期限までに必着のこと。 

（４）開札の日時及び場所 

   日時：令和８年４月３０日（木）９：４０ 

場所：７階 会議室 

 

５ その他必要事項 

（１）入札保証金及び契約保証金 「免除」 

（２）入札及び契約手続に使用する言語及び通貨：日本語及び日本通貨とする。 

（３）入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に２（１）から２（３）及び 

２（５）の証明となるもの及び仕様書において定めるものを添付して入札書の受領期限

内に提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者

からの上記証明となるもの等について説明を求められた場合には、これに応じなければ

ならない。 

（４）入札の無効 



   本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履 

行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 

（５）契約書作成の要否 「要」 

（６）契約の相手方の決定方法 

契約事務細則第３４条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な 

入札を行った入札者を交渉権者とする。その者が複数の場合は、入札した価格に基づく交

渉順位を付するものとし、最低価格で入札した者を第一交渉権者とする。第一交渉権者決

定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。ただし、交渉が不調となり、又は

交渉開始から１０日以内に契約締結に至らなかった場合は、経理責任者は交渉順位に従い、

他の交渉権者と交渉を行うことができる。 

（７）詳細は入札説明書による 

   

以 上 

 

 



＜参考資料＞ 

独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（抜粋） 

 

（一般競争参加者の資格及び等級の格付け） 

第４条 地域医療機構が行う一般競争に参加できる者は、全省庁の統一資格審査により定める 

物品の製造・販売等の競争契約の参加資格又は厚生労働省が定める建設工事及び測量・建設 

コンサルタント等の競争契約の参加資格を得た者とする。 

２ 前項の一般競争参加資格に基づき一般競争を実施する場合において、当該競争において必 

要とされる等級を有する者が僅少であるときは、予定価格に対応する等級に加え次の各号に 

定めるところより当該資格の等級に格付けされた者を当該競争に参加させることができる。 

一 建設工事 直近の上位及び下位の等級に格付けされた者 

二 測量・建設コンサルタント等 直近の上位及び下位の等級に格付けされた者 

三 物品製造等（物品の製造・物品の販売・役務の提供等及び物品の買受け） 物品の製造、

物品の販売及び役務の提供等にあっては、予定価格に対応する等級がＡ等級の場合は二級

下位の「Ｂ、Ｃ」に、Ｂ等級の場合は直近の上位及び下位の「Ａ、Ｃ」又は二級下位の「Ｃ、

Ｄ」に、Ｃ等級の場合は直近の上位及び下位の「Ｂ、Ｄ」に、Ｄ等級の場合は直近の上位

の「Ｃ」に、物品の買受けにあたっては、直近の上位及び下位の等級に格付けされた者 

３ 前２項の規定にかかわらず、審査会において特に参加資格を認めた者については、当該競 

争に参加させることができる。 

４ 経理責任者は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該 

競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、第１項の資格を有する 

者につき、更に必要な資格要件を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせること 

ができる。 

 

（一般競争参加者の排除） 

第５条  経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一 

般競争に参加させることができない。 

一 契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第

１項各号に掲げる者 

 

（一般競争参加者の制限） 

第６条  経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後 

一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人とし 

て使用する者についても、同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若



しくは数量に関して不正の行為をした者 

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための

連合をした者 

三 渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 

四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた 

 者 

五 正当な理由なく契約を履行しなかった者 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚

偽の事実に基づき過大な額で行った者 

七 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当た

り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

八 前各号に類する行為を行った者 

２ 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加 

させないことができる。 

３ 第１項の期間その他必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２７年８月１２日規程第３１号  

独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程  

 

（目的）  

第１条 この規程は、独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「機構」という。）における

反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事項を定め

ることにより、機構における反社会的勢力による被害を防止するとともに、機構の社会的責

任を果たすことを目的とする。  

 

（定義）  

第２条 この規程において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。  

一 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以 

下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

二 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（暴力団対策法第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

三 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背

景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、

武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをい

う。以下同じ。）  

四 暴力団関係企業（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が実質

的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で

暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与す

るもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に

協力している企業をいう。）  

五 総会屋等（総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそ

れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）  

六 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な

利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者を

いう。）  

七 特殊知能暴力集団等（暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的

な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。）  

八 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者 

イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること  

ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められ

ること  

ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって前各号に掲げる者を利用したと認められること  



ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認

められること  

ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難

されるべき関係にあると認められること  

 

（反社会的勢力に対する基本方針）  

第３条 機構は、当機構の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会

的勢力による不当要求に応じない。  

２ 前項において、反社会的勢力からの不当要求に対し、機構は、民事及び刑事の両面から法

的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切、応じないものとする。  

３ 機構は、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築し、国及び

地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努める。  

４ 機構は、前各項に規定する措置を講ずるに当たって、反社会的勢力に対応する役職員及び

関係者の安全を確保する。  

 

（対応部署）  

第４条 機構は、本部総務部、本部北海道四国地区管理部、各地区事務所統括部及び各病院の

事務部又は総務企画課（以下「対応部署」という。）を反社会的勢力対応部署とし、対応部

署は、反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積、体制の整備、研修活動の実施、外部専門機

関との連携等を行い、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを支援する。  

 

（事前確認等）  

第５条 機構は、機構を当事者とする契約を締結する場合、当該契約の相手方が国及び地方公

共団体並びに独立行政法人、地方独立行政法人、独立行政法人等の保有する情報の公開に関

する法律（平成１３年法律第１４０号）別表第１若しくは第２に規定された法人（以下「国

等」という。）である場合を除き、誓約書取り付け等の方法により相手方が反社会的勢力で

はないことを事前に確認する。  

２ 職員は、事前の確認の過程で、当該契約の相手方の属性に疑義があると判断する時には、

本部においては総務部長、各地区事務所においては統括部長、各病院においては事務部長又

は事務長（以下「総務部長等」という。）に報告する。その場合において、総務部長等が必

要と判断する場合には警察等への照会を行う。  

３ 前項の規定による確認により契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、契

約を締結してはならない。  

４ 機構は、機構を当事者とする契約を締結する場合、当該契約の相手方が国等である場合を

除き、原則として、契約書等に契約の相手方が当該契約を履行するにあたり、反社会的勢力

と契約の解除を求める条項及び損害賠償を求める条項を設けるものとする。  

 



（契約の解除）  

第６条 機構は、機構を当事者とする契約の締結後に契約相手方が反社会的勢力であることが

判明した場合又は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をし

た場合には、当該契約を解除することを原則とする。なお、契約の解除に当たり、総務部長

等は、必要に応じて弁護士等の外部専門機関と十分に協議し、対応を行う。  

一 暴力的な要求行為  

二 法的な責任を超えた不当な要求行為  

三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  

四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて機構の信用を棄損し、又は機構の業務を

妨害する行為  

五 その他全各号に準ずる行為  

 

（不当要求への対応）  

第７条 反社会的勢力による不当要求への対応に当たっては、役職員等の安全を最優先し、組

織的に対応するものとする。  

２ 反社会的勢力による不当要求を受けた場合、職員は総務部長等に当該不当要求について直

ちに報告しなければならない。  

３ 総務部長等は、前項の報告を受けた場合、本部においては内部統制担当役員、各地区事務

所においては各地区担当理事、各病院においては各病院長に報告するとともに、必要に応じ

て警察へ通報するものとする。  

４ 第２項の報告を受けた統括部長及び事務部長又は事務長は、当該内容を速やかに総務部長

に報告し、総務部長は当該報告について内部統制担当役員に報告しなければならない。  

５ 第３項及び前項の報告を受けた内部統制担当役員は、事案の重要性に応じ、理事長及び監

事に報告するものとする。  

 

（雑則）  

第８条 この規程に定めるもののほか、反社会的勢力への対応に関し必要な事項は、別に定め

る。  

 

附 則  

（施行期日）  

この規程は、平成２７年８月１２日から施行する。  

 

附 則（平成２９年規程第３５号）  

（施行期日）  

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 



機密保持に関する誓約書 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

相模野病院 

院 長 今崎 貴生 

 

住 所（所在地） 

氏 名（法人名）               印 

（代表者名） 

電話番号：      －    －          

E-mail  ：         ＠                   

 

                     （以下「当社」という。）は、「電話交換手

派遣（１名）」の応札の検討（以下「本件目的」という。）を行なうにあたり、貴院から当社

に対して開示される機密情報（以下「機密情報」という。）の取扱いに関し、以下各条のとお

り誓約します。 

 

（機密情報の定義） 

第１条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず 

開示される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、 

この限りではありません。 

（１） 開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。 

（２） 開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。 

（３） 守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。 

（４） 当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。 

（５） 貴院から書面により開示の承認を得た情報。 

 

（機密情報の取扱期間） 

第２条 本誓約書の有効期間は、貴院が存続する期間継続するものとします。 

 

（表明及び保証） 

第３条 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証（明示 

か黙示を問わない。）を行なわないことを当社は了承します。 

２ 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対し損害賠償 

の請求その他一切の異議を申し立てないものとします。 



（機密情報の取扱い） 

第４条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものと 

し、本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しませ 

ん。 

２ 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要 

最小限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示

せず、また情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても

機密を完全に厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。 

 

（機密情報取扱いの例外） 

第５条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴院の書面による同意を得た者及び次 

に掲げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとしま 

す。 

（１） 顧問弁護士、会計監査人 

（２） 機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言

を求める会計士、その他外部の専門家 

（３） 裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合にお

ける当該官公署 

（４） 法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報

の開示にかかる要請を受けた場合における当該官公署又は団体 

 

（善管注意義務） 

第６条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院又は貴院の指定する者より交付を受け 

た機密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。 

 

（利害関係人との接触の禁止） 

第７条 当社は、貴院の事前の承認がない限り、本件目的の使用者、占有者、賃貸借人、その 

他本件目的と利害関係のある第三者と接触しないものとします。 

 

（機密情報の返還） 

第８条 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴院より請求を受けたときには、直ちに 

開示された本件目的に関する一切の機密情報を、貴院の指示に従い貴院に返還又は当社の責

任において破棄します。 

 

（損害賠償） 

第９条 貴院は、当社が本誓約書に違反したことにより貴院が損害を受けた場合は、当社に損 

害賠償を請求できるものとします。 



 

（準拠法及び管轄裁判所） 

第１０条 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとし

ます。 

２ 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所 

とすることに同意します。 

 

以 上 

 


